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図 １-１ 国際緊急援助隊制度の目的体系図 
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国際緊急援助隊（緊援隊）派遣スキーム 

目的：国際協力の推進に寄与すること。 
（国際緊急援助隊の派遣に関する法律、第 1 条） 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

救助チーム  医療チーム  専門家チーム  自衛隊＊）  （物的援助）  （資金援助） 

活
動
内
容 

 被災者の捜索、発見、

救出・収容、応急措置、

安全な場所への移送等

を行う。 

 被災者に対する診療お

よび診療補助活動、疫

病の発生や蔓延を防ぐ

ための防疫活動等を行

う。 

 災害が発生し、またはま

さに発生しようとしてい

る場合に、災害の拡大

の防止、または発生の

防止のための専門的助

言を行う。 

 緊急援助活動（救助活

動、医療活動、災害応

急対策、災害復興）や、

船舶、飛行機を用いた

輸送活動、ヘリコプター

による空輸活動、浄水

装置を用いた浄水活動

を行う。 

 災 害 直 後 の 生

活 に 必 要 な 物

資、いわゆる救

援 物 資 の 供 与

を行う。 

 緊急無償資金

協力 

チ
ー
ム
構
成 

 警察庁、消防庁、海上

保安庁の救助隊員 
外務省、JICA 他 

 医 師 、 看 護 師 、 薬 剤

師 、 調 整 員 （ JICA に

は、医療チーム登録制

度有り。） 
外務省、JICA 

 災害の種類に応じて関

係省庁や地方自治体

の専門家等から構成さ

れる。 
外務省、JICA 

 自衛隊  供与される援助

物資は、災害の

種類、被災国の

要請によって選

択される。 

 被災国政府へ

の直接、または

国際機関を通じ

た資金協力 

実
施 

            
  

 

 
 

 

国際緊急援助 

外務省/JICA（総合調整）

警察庁・消防庁

海上保安庁 
関係省庁 
地方自治体 

1． 
2． 

人的（肉体的・精神的）被害の軽減 
国際緊急援助隊の活動を積極的に情報公開し、日本の実施した活動が国際社会・相手国

および日本において認識される。 
（国際緊急援助隊評価ガイドライン（2003年3月） JICA国際緊急援助隊事務局を参考に調査団が設定した。） 
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（出所）JICA ホームページ、JICA 年報 2003, p155                                        
＊） 大規模な災害が発生し、特に必要があると認められるときに派遣される。

 


